
広 報��  2020／５  １１

　市では、郡上で暮らす外国人のみなさんに日本語を教えてくださるボランティアの養
成を目的に、新たに「日本語ボランティア養成講座」を開催します。地域の中で、また
は会社等お勤め先で共に生活する外国人のみなさんとの交流を深めるきっかけとして、
講座に参加してみませんか！
　講座は、白鳥会場と八幡会場において各２回コース（各４０人定員）で行います。ご応
募をお待ちしています。

◆白鳥会場（白鳥ふれあい創造館２階大会議室）

　午後７時～午後９時（受付：午後６時半～）

　　①　６月１８日（木）　日本語の教え方について

　　②　６月２５日（木）　日本語指導の実習について　等

　【申込期限】６月１２日（金）
　

◆八幡会場（市総合文化センター４階大会議室）

　午後７時～午後９時（受付：午後６時半～）

　　①　７月１６日（木）　日本語の教え方について

　　②　７月３０日（木）　日本語指導の実習について　等

　【申込期限】７月１５日（金）

　お申し込みは、市長公室秘書広報課へ電話、FAXまたはメールにてお願
いします。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、講座の開催を
延期する場合があります。
　　電話　６７-１１２１（内線１３１１）　　FAX　６７-１７１１
　　E-mail　kouhou@city.gujo.gifu.jp

　また、外国人のみなさんに直接、日本語を指導する「日本語教室（郡上八幡国際友好協会主

催）」の開催を予定（１０～１１月）しています。この講座でのノウハウを生かし、ぜひ「日本語教

室」にボランティアとしてご参加ください！

「多文化共生社会」とは？

　「国籍や民族の異なる人々が、互いの違いを認め合い、対等な関係を築こうとし

ながら生きていける社会」のことです。郡上市には研修や就労で多くの外国人の方

がお住まいです。市の人口が減少していく中で、今後とも地域の活性化や地域活動

の維持向上には、外国人のみなさんと一緒になって推進していくことが必要となっ

てきます。そのためにも、まずはコミュニケーションの向上が大切となります。市

内には、郡上八幡国際友好協会や、白鳥町国際交流協会といったボランティア団体

があり様々な活動を行っています。詳しくは市ホームページをご覧ください。
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